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精神病床における認知症

の状況について

入院患者
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における認知症入院 精神病床の状況について

認知症を主傷病名とする入院患者の病床lll割 合の年次推移
(血管性及び詳細不明の認知症+アルツハイマー病)

(千 人)

資料 :患者調査  ※一般診療所を除く

精神病床入院患者の疾病別内訳
(千 人 )
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資料 :医療施設調査 (毎年10月 1日時点) 5

認知症患者の状況について

日常生活介護
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認知症の経過と医療の必要



認知症疾患患者数の年次推移自立度Ⅱ{※ }以上の認知症患者

高齢者の増加と認知症疾患患者 認知症患者の所在

介護
自立度 Ⅱ以上の認知症高齢者

169万人

医療
血管性認知症及び詳細不明の認知症

アルツハイマー病

38万人

■血管性及び詳48不明の認知症 ロアルツハイマー病

38万人

平成14年 平成17年 平成20年

病床種類別の認知症入院患者の平均在院日数

□ 血管性及び辞細不明の2知症

平成14年 9月 末についての推計に基づく、平成17年の推計値
厚生労働省老健局「2015年の高齢者介護J

精神病床の認知症入院患者 (病棟種類別)

「精神病床の利用状況に関する調査」

綺驚対象‐全国の澪

“

病床を保有する病院 1542病 院■ 997病 院が回審.

特殊疾患療養病棟 L32
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資料

認知症疾患療養病棟 (介護保険 )

平成 17年 9月 中に退院 した患者の平r」在院 B数

精神病床の認知症入院患者のADL 精神病床の認知症入院患者のI‐ADL

ヽ

ろ総合研究 J,担 研究)   13 .r6ofrr€qr) 14

精神病床の認知症入院患者の重症度・看護必要度 精神病床の認知症入院患者の認知能カロ伝達能力
(調査 日時点の状態 )

認夕0症疾患治療病棟

精神療養病棟

救急 急任期病棟

精神一般病棟

自分 の 意 思 決 定 を行 うため の認 知能 力 N・2916

自分 の 意 志 の 伝 達 能 力 N=2,914

特 殊 疾 恙 療姜 2

認 知症 疾 患治 療病 棟

病院 (全体 )

精神病床 (全体 )

認知症治療病棟 (精神病床 )

その他の精神病床

療養病床 (病院 )

平成 17年患者調査

外来

約30万 6千人

入院 約7万 5千人
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(有効回答数 3376人 )
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身体合併症の種類

精神病床の認知症入院患者における身体合併症の状況

身体合併症を持つ人の割合

精神病床の認知症患者の在院期間の状況

(N=2910)

1寺 殊疾患療螢病棟

譲知症疾患療養病棟 (介誼保険)

認知症疾患治療病棟

精神療雲病棟

救急 急性期病燎

精神一般病棟

0%  20%  40%  60%  80%  100%

03ケ 月末満 □36月 未満 口62ケ月末若 口1年以上

認知症疾患治療病棟入院患者の残存曲線

精神病床の現状 平成21年 7月 1日 現在の届出状況より

特定機能病院

認知症の医療の状況について

精神科病棟種類別の包括されている診療内容

竣 誰 ′誰誰が 誰

特定入院料

(153.845+α 床 )

精神病棟入院基本料

(184873床 )

21
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“

は格|1病 床以外も含む

一 認知症腐 鶏 療病棟 (N=2.241)

+精 神病床全体 (N=32239)

15:1

精神ヽ急性期治療病棟入院料

認知症病棟入院料
(450医療機関 31290床 )

精神療贅病棟入院料
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精神科入院に係る診療報酬と主な要件②
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認知症疾患医療センター運営事業 平成22年度予算額   577671千 円

:身 体|IJ桟 蚕、画像診断、神経心理学的検査善の総合的評価が可能な病院に設置

:全国 (都 道府県 指定都市)に約150ヶ 所設置予定
を行える医師、着議師、情′0保 ll「 福llli、 臨床心理技術

介護
     26

内科医等のいわゆる「 かか りつけ医」

認知症に関わる精神医療の役割の強化
専Fヨ 医療とかかりつけEとの連携の促進

【認知症病棟入院料から名称変更】

●

入院料 1:■ |

入院料211 ―

● 認 知 症 治療病 棟 退 院 調 整 I」 0算 (退院 8う 1回)

・入院6か 月以上の患者に退院支援計画に基づく指導を実施
・医療機関に専従のPSW又 は臨床心理技術者を配置

嚇 1鯛I
ЮO点

知o点

知 点

●かかりつけ医から専Pヨ医療機関への紹介時の診療情報提供料への力0算
症状の増悪や定期的な評価が必要な場合、月 1回 まで

認知症疾患医療センター整備状況 (H22826現在) 認知症疾患医療センター運営事業実施状況

(1)設 置数の年次推移

(精神 障害保健課調べ
)

認知症患者の入退院の状況

について

認知症の退院患者の退院後の行き先

囲
□
□

i整備済み (2フ 道府県、フ指定都市 )

:平成 22年 度中に整備予定あり(6都 県.1指定都市 )

:平成 22年 度中に整備予定なじ(15府 県、10指定都市 )

[宙城県、み田県 編島県 崚阜県 彙知県、京都

"、

島根県、篠島
県、手,1県 彙燿県 高知県、

「

岡県、佐賀県 宮崎県、沖縄県:tt

匪∃れ絣祠嘔口
(2)事 業実績の年次推移

年度 饉別鰺晰
(電話 )

専問題凛相談

(面 談 )

16.28 3.095 1,254 5,113 3,53〔

110,12 12.331 4,781 19,81 11,01

〆

認知症疾患医療センターの整備状況

認知症の退院患者の入院前の場所

その他 (新生児 不明等 )

社会福祉施設に入所

介姫老人福祉施設に入所

介餞老人保健施設に入所

他の病院 診療所に入院

その他〈家庭 )

在宅医療 (訪問診療 訪問看護等)

他の病院 診療所に通院

当院に通院

その他(死亡 不明等 )

社会福祉施設に入所

介饉老人福祉施設に入所

介餞老人保健施設に入所

診療所

その他の病院

地域医療支援病院 ′寺定機能病院

その他 (家庭 )

在宅医療働 問診療 訪問看護等 )

他の病院 診療所に通院

家庭

約38%

当院に通院
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精神病床から退院した認知症患者の退院後の行き先
[

0平成22年 1月 22日 現在の状況について行つた露奎.

0雷査対象施設および有効回答率
以下の各施設について 事業者団体に加盟する全ての施設を対象として調査した。

介護老人保健施設     (有 効口答数 1220施 設 有効回答卑 366%)
介護老人IE祉お設     (有効口答数 1730施 設 有効回答津414%)
姜渡老人ホーム      (有 効回答数 43施 設 有効回答率 553%)
認知症高齢者グループホーム (有効0答数 817施設 有効回答率 475%)

●精神科の併設・協力医療機関の状況

精神科病院からの認知症の退院患者の過去1年間のトラブル

「
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施設への受け入れが難しい対象者像 (複数回答 )

B介 護老人保健

(全施設 に 占める割合 )

口介頷考人福祉  曰奏護老人ホーム

口全て6じることができた  口受入れできなかったことある  0要●熙会なかつた 0無口答

受け入れできなかつた施設における理由 (複数回答 )

認知症による精神病床入院患者の退院可能性と理由

層:住 先 支援が整つた場合の退院可能性

認知症による精神病床入院患者の適切な居住の場

居住先・支援が整つた

場合の退院可能性

退院できると仮定した場合、

適切と考えられる「居住の場」

C)

28%

退院の可能性がない患者における主な理由

セルフケア籠力の問題

迷感行為を起こす可能性
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認知症による精神病床入院患者の退院後の日中の活動

居住先・支援が整つた
場合の退院可能性

声イケア、ナイトケア デイナイトケア

L活訓練

L活介饉

尤労移行支援

え労継続支援A

t労継続支援 B

り嫁活動支援センター

`事

者の会、家族会、断洒会、ビアサ
く―卜、ビアヵゥンセリングなど

の他

,に適当なものはない

=来
の退院を想定できない

有効回答数3,311人

退院できると仮定した場合の家族等からの支援

退院後、対象者が利用するのに

必要なもの(複数回答可)

居住先・支援が整つた
場合の退院可能性

有効回答数3,388人

仮に退院できると仮定した場合に、

家族や友人などから得られる支援の程度

(いずれか一つ選択 )

退院できると仮定した場合の適当な「居住の場」

r精神病床の和蒻状況に関するn薇 Jエリ(平成 r年 底饉労 科研r■ 神 医療の質的実 態lelEと●コ化に

“

する0合 研究」分 担研究) 43

介護サービスの種類

介護保険サービスの概要

“

27口 社会保Ⅲ■饉会介饉保曖詢全
:襄

を 部改146

言・精神的な支援 (電 話など、

毎日のADし 、lADし の支援

要であれば24時間を通しての

、lADLの 支援や見守り

都道府県がl旨定・監督を行うサービス

介
護
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介護保険施設等の概要
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所)施設歎 定員数 (利用者藪)については、厚生労働省r介 肛サービス施設 事集所洒査J(平成20年 10月 1日 時点)。

軽贅老人ホーム 脚醐翻襴:詞
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小規模多機能型居宅介饉のイメージ

歴
利用者の自宅

要介護者の様態や希望に応して、腱時r節目」や「泊まり」を

ヽ在宅での生活継続を支援する。

様態や希望により
「訪問」

質の確保

御

小規模多様掟型居宅介順事撃所 師 1

+ (併 ま)

「鯰目」

「通い」を中心
とした利用

ゝ
は態や希望I

より、「泊まり

「居住」

の特定お蟄

おま(サ テラ不特奏等)

○「通い」の力,用 者15名 程度
01事業所の登録者は25名程度

O「 ,自 まり」は「通0り の利用者に限定
Of,白 まり」の利用は5名 までを基本
Oどのサービスを利用しても なしみ
の職員によるサービスが受けられる.

計画に沿つた基盤整備

介護保険部会検討スケジュール案
(第2フ ロ社会保障審議会介護保険部会資料より振絆,

認知症の医療と生活の質を高める緊急プロジェクト

だ轟型習桑ジ裂霧諄堡暮島膿 tyよ毀性野爵兵昌お事
平成20年 7月 に報告書とりまとめ
メン′ヽ一

厚生労働副大臣

岩坪 咸       東京大学教授 (脳神経医学 )

筑波大学教授 (希神神経科)

日本社会事業大学教授

朝日 隆

中島 健―

永田 久美子    2知 症介護研究 研修センター主幹
遠藤 英俊 国立長寿医療センター部長
技術総括審議書、医政局長、社会 援護局長、障害保健IE祉 部長 老健局長 [事 務局長〕

「認知症の医療 と生活の質を高める緊急プロジェク ト」報告書抜粋

具体的には かかりつけににおける●匈症に対する正しい理解の促4 かかりつナEと ,門医輌を控低する医師の,接 な連携によ

きるように

“

知症ガイドラインの開発 ●Aのための文盤を17う ことが必曇である                 54

-…
…

介護保険事業 (支援)計画について

国の基本指針 (11611告示129)

0 介護保険法第116条 第1項 に基づき、国が基本指針を定めている

O 市町村等が介6tサ ービス■を見込むに当たり,酌する標準を示す

0 平成21年 4月 から

第4期 事業:+画 がスタ
ートするため、 20年
度中に一部改正

市町村介腰保険事業計画供 ■117菊

その他介護 |.・ 付キ対象サービス (介 護|.・ 付 予時始付)

藝曇1

[≡
宅生活の支援

|

地域に開かれた透明な運営
サ ービス水準 職員の資質の確S

(
(

今後の認知症対策の全体像

赳 鶉 閻 懃 型雛蠍彎 先蠍 筆
匡壷

都道府県介護保険事業支援計画は

サー ビス量の見込み (口嫁毎)

O 介護保険施設につぃては、各年度 各臼域の入所定員数の見込量

※ 第4期 介護保険事業計画の期間は平成21～ 23年度の3年間
(第 1期 :平成12～ 16年度 5年間第2期 :平成15～ 19年度 5年間第3期 :平成18～ 20年度 0年間

'50

][聖

][ヅ



地域包括ケア研究会 報告書(抜粋)

地域包括ケア研究会

磐議■愛黒峰説33]ヒ恵駆 鶴 籠建塔i穫神こ

3〕識 夢;裕聯 聯 搬 計 にヽ菱U日リサーチ&コ

`協

とこ権ヶァに関する検討都会

1 地域包播ケアを巡る現状と摯麟

天本 弘

金丼 利之

接井 徹子

医療法人天翁全理事長

東京大学大学院法学政治学研究科教授
学習践大学法学部紋摂

高精 ム士     立教大学教授
田中 注(塵長)   慶E薔塾大学大学院教授
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E豪 の■供を確保するll点 から―餃病床ユび薇曇病床の

“

知症対ら力の強化のための方策についても織
"す

べきである.
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“

する実摯把捏をしているところは少ないのではないか。また 介晟′二三●■菫型

精神保健 医療福祉の更な る改革 に向けて

(今 後の精神保颯医療福祉のあり方年に関する検討会 平蔵 21年 9月 240と りまとめより抜枠)
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